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令和５年度定期監査報告書（４） 

第１ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による定期監査

第２ 監査の対象 

１ 対象部局 

（１）人権政策局      ①人権推進課

              ②男女共同参画課 

（２）市議会事務局

（３）監査委員事務局

（４）公平委員会事務局

（５）選挙管理委員会事務局

２ 対象期間 

令和５年４月１日から11月30日まで 

前回（令和２年度実施）の定期監査対象期間 

・人権政策局・・・・・・・・・・・・・・・令和２年４月１日から７月31日まで 

・市議会事務局、選挙管理委員会事務局・・・令和２年４月１日から９月30日まで 

・監査委員事務局、公平委員会事務局・・・・令和２年４月１日から11月30日まで 

第３ 監査における主眼とする事項 

鳥取市監査基準第４条第１項第１号に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に係る

事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組

織及び運営の合理化に努めているかを主眼として実施した。

第４ 監査の方法

   提出された事務の執行等に係る関係書類を通査するとともに、関係職員の説明を聴取した。

第５ 監査の期間 

１ 実施期間   令和６年１月９日から２月15日まで 

２ 説明聴取   令和６年２月15日 

第６ 監査の結果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、適正に処理されていると認められ

た。また、最少の経費で最大の効果及び、組織及び運営の合理化においても、特段不合理な

ものは確認されなかった。

なお、事務処理上の軽易な過誤等については、注意事項として文書により、またはその都

度、関係者に対し指示・注意を行った。

-1-



◆人権推進課 

当課は、課長以下 13人（うち会任６人）で構成している。また、当課が所管する施設とし

て、中央人権福祉センター（人権交流プラザ、湖南分館）、各地域の人権福祉センター（９施

設）がある。組織及び主な事務分掌は次表のとおりである。 

○前回監査以降の体制の異動 

 ・職員の増減：１人減（会任１人） 

 ・主な新たな業務：特になし 

今回の監査は、主として予算執行事務、財産管理事務について実施した。 

組     織  

課 長・ 

課長補佐 
係 長 職 員 

主 な 事 務 分 掌 

[人権推進課]

課  長 

（本務局長） 

課長補佐 

[政策推進・ 
   啓発係]

（課長補佐兼）

係 長 

主 任 ２人 

主 事 １人 

人権教育推進員

（会任）６人 

○鳥取市差別のない人権尊重の社会づく

り協議会等人権推進に関する団体に関

すること 

○人権啓発の計画策定及び実施に関する

こと 

○人権相談、差別事象に関すること 

○人権尊重社会を実現する鳥取市民集会

等人権推進に関する集会に関すること 

○人権問題の研修に関する講師・助言者

等の派遣に関すること 

○企業訪問に関すること 

○（公財）鳥取市人権情報センターに関

すること 

○人権福祉センターに関すること 

[同和対策係] 

係 長 主 事 １人 

○環境改善事業に関すること 

○地区内施設の移管に関すること 

○施設の維持管理、修繕に関すること 

○住宅新築資金等貸付事業に関すること 

○行政財産に関すること 
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１ 予算執行事務

（１）歳 入 

予算現額 調定額 収入済額
収　入
未済額

収入率

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）  (B)-(C） (C)/(B)

使用料及び
手 数 料

使 用 料 民生使用料 1,025 671 661 9 98.6
人権福祉センター使
用料等

国庫負担金
民 生 費
国庫負担金

25,108 0 0 0 - 
生活困窮者自立支援
相談事業費等

総 務 費
国庫補助金

1,455 0 0 0 - 
新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時
交付金

民 生 費
国庫補助金

57,965 0 0 0 - 
人権福祉センター運
営費等

県 補 助 金
民 生 費
県 補 助 金

21,189 0 0 0 - 
子供の居場所づくり
推進事業補助金等

委 託 金
民 生 費
委 託 金

1,395 1,231 1,231 0 100 人権啓発活動費

交 付 金
総 務 費
交 付 金

12,824 0 0 0 - 市町村創生交付金等

財 産 収 入
財 産 運 用
収 入

財 産 貸 付
収 入

969 735 373 361 50.8
普通財産土地及び建
物貸付料

貸 付 金
元 利 収 入

住宅貸付金
元 利 収 入

40,267 807,148 26,044 781,104 3.2
住宅新築資金貸付金
元利収入等

雑 入 雑 入 661 31 30 ＊ 0 97.8
人権交流プラザ管理
費負担金

市 債 市 債 民 生 債 11,200 0 0 0 - 
人権交流プラザ等改
修事業費

174,058 809,818 28,341 781,476 3.5

(注）「＊」は、千円未満の金額を表す。

諸 収 入

計

（単位：千円・％）

科　　目
説　明

国庫支出金

国庫補助金

県 支 出 金

歳入予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

①民生使用料 25 件 

②民生費県補助金 １件 

③民生費委託金 １件 

④財産貸付収入 ２件 

⑤住宅貸付金元利収入 10 件 

⑥雑 入 １件 
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（２）歳 出 

予算現額
支出負担
行 為 額

支出済額

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (B)/(A) (C)/(A)

人 権 推 進
総 務 費

171,170 125,504 118,302 73.3 69.1
市民啓発推進費、人権
教育推進費、施設管理
費等

人 権 福 祉
セ ン タ ー
管 理 費

101,765 57,647 56,314 56.6 55.3
地域福祉事業費、地域
交流促進事業等

(1,188) (689) (196) (58.0) (16.6)

121,900 66,636 62,032 54.7 50.9

児童福祉費
児 童 福 祉
総 務 費

26,237 19,652 15,605 74.9 59.5
子どもの居場所づくり

推進事業費等

(1,188) (689) (196) (58.0) (16.6)

421,072 269,440 252,254 64.0 59.9
（注）（　　）は繰越明許費で内数。

計

（単位：千円・％）

科　　目 執行率
説　明

民 生 費

社会福祉費

人 権 交 流
プ ラ ザ
管 理 費

生活困窮者食料配布事
業費、生活困窮者自立
相談支援事業費等

歳出予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

 ①報 酬 ３件 

②報償費 ９件 

③旅 費 ６件 

④需用費 10 件 

⑤役務費 ２件 

⑥委託料 24 件 

⑦使用料及び賃借料 ７件 

⑧工事請負費 １件 

⑨備品購入費 １件 

⑩負担金、補助及び交付金 11 件 

⑪扶助費 ２件 

２ 財産管理事務 

（１）公有財産 

ア 行政財産の目的外使用 

行政財産の目的外使用許可について一部抽出し、関係書類を通査したところ、適正に管

理されていた。 

 イ 普通財産の貸付 

   普通財産の貸付について一部抽出し、関係書類を通査したところ、適正に処理されてい

た。 

（２）物 品 

 ア 備 品 

   現品を一部抽出し、備品整理簿と照合したところ、適正に管理されていた。 

 イ 切手類 

   保管郵便切手類と郵便切手類受払簿を突合したところ、計数は符合し、適正に管理され

ていた。 
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◆男女共同参画課

 当課は、課長以下７人（うち兼務４人）で構成している。また、当課が所管する施設として、

男女共同参画センター（７人（うち兼務２人、会任４人））がある。組織及び主な事務分掌は次

表のとおりである。 

組     織

主 な 事 務 分 掌 課長・参事 

・課長補佐 
主査・主幹 職 員 

[男女共同 

参画課]

課 長 

参事※１ 

課長補佐 

主 査 １人 

※２ 

主 幹 １人 

※３ 

主 事 １人

主 事 １人

※４ 

○男女共同参画の推進に係る企画及び総合調

整に関すること 

○男女共同参画に関する調査・研究及び公表

に関すること 

○男女共同参画推進に係る啓発に関すること 

○女性人材バンク登録事業に関すること 

○男女共同参画かがやき企業に関すること 

○労働環境における男女共同参画の推進に関

すること 

○男女共同参画活動団体の支援に関すること

※１ 経済観光部次長が兼務。 

※２ 経済・雇用戦略課課長補佐が兼務。 

※３ 経済・雇用戦略課雇用政策係長が兼務。 

※４ 人権推進課主事が兼務。 

組     織

主 な 事 務 分 掌 所長・ 

副所長 
- 職 員 

[男女共同 

参画センター]

所  長 

副 所 長 

※１ 

主 事 １人

※２

指導員 

（会任）３人 

事務員 

（会任）１人 

○男女共同参画センターの運営に関すること 

○関係機関・各種団体等との連携に関するこ

と 

○男女共同参画の普及・啓発に関すること 

○男女共同参画に関する情報発信に関するこ

と

※１ 男女共同参画課課長補佐が兼務。 

※２ 男女共同参画課主事が兼務。 

○前回監査以降の体制の異動 

 ・職員の増減：２人減 

・主な新たな業務：特になし 

今回の監査は、主として予算執行事務、財産管理事務について実施した。 
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１ 予算執行事務 

（１）歳 入  

予算現額 調定額 収入済額
収　入
未済額

収入率

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (B)-(C) (C)/(B)

使用料及び
手 数 料

使 用 料 総務使用料 376 302 302 0 100 
男女共同参画セン
ター使用料

国庫支出金 国庫補助金
民 生 費
国庫補助金

2,250 0 0 0 - 
地域女性活躍推進交
付金

諸 収 入 雑 入 雑 入 2 7 7 0 100 

2,628 310 310 0 100 計

（単位：千円・％）

科　　　目
説　明

 歳入予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

 ①総務使用料 ３件 

 ②民生費国庫補助金 １件 

 ②雑 入 １件 

（２）歳 出  

予算現額
支出負担
行 為 額

支出済額

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (B)/(A) (C)/(A)

総 務 費 総務管理費 企 画 費 27,278 22,086 18,402 81.0 67.5
男女共同参画セン
ター管理運営費等

執行率
説　明

（単位：千円・％）

科　　　目

 歳出予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

 ①報 酬 １件 

②報償費 ２件 

 ③旅 費 １件 

 ④需用費 ２件 

 ⑤役務費 １件 

 ⑥委託料 ６件 

 ⑦使用料及び賃借料 ３件 

 ⑧負担金、補助及び交付金 ７件 

２ 財産管理事務 

（１）物 品 

 ア 備 品 

   現品を一部抽出し、備品整理簿と照合したところ、適正に管理されていた。 

 イ 切手類 

   保管郵便切手類と郵便切手類受払簿を突合したところ、計数は符合し、適正に管理されて

いた。 

 ウ 現金等 

保管つり銭現金及び駐車場サービス券と整理簿等を突合したところ、計数は符合し、適正

に管理されていた。 
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◆市議会事務局 

当事務局は、局長以下 13 人（うち会任３人）で構成している。組織及び主な事務分掌は次表

のとおりである。 

組     織 

主 な 事 務 分 掌 
局長・局次長 

・参事 

・局長補佐 

係 長 職 員 

[市議会事務局] 

局  長 

局 次 長 

参  事 

（再） 

局長補佐 

（局次長） 

○議会運営の総括、執行部との連絡調整に関

すること 

○儀礼及び交際に関すること 

[庶務係] 

（局長補佐兼）

係 長 

主 幹 １人 

事務員 

（会任）１人 

○議長会、局長会、事務研究会に関すること

○議員研修に関すること 

○姉妹都市交流に関すること 

○議会公用車の維持管理に関すること 

[調査係] 

（参事兼） 

係 長 

主 任 １人 

議会調査事務 

（会任）１人 

○議会の諸調査及び地方制度の調査に関す

ること 

○議会報告会に関すること 

○CATV・インターネットによる本会議中継に

関すること 

○政務活動費に関すること 

○議会報、議会概要及び市政概要の発行に関

すること 

○行政視察の受け入れ、対応に関すること 

○議会図書に関すること 

[議事係] 

係 長 

主 任 １人 

主 事 ２人 

事務員 

（会任）１人 

○本会議、議会運営委員会、全員協議会の運

営に関すること 

○会議録の調製に関すること 

○請願、陳情、要望に関すること 

○議員提出議案の作成に関すること 

○議決事項等の処理、証明に関すること 

○東部広域行政管理組合議会に関すること 

○前回監査以降の体制の異動 

 ・職員の増減なし 

 ・主な新たな業務：特になし 

今回の監査は、主として予算執行事務、財産管理事務について実施した。 
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１ 予算執行事務 

（１）歳 入 

予算現額 調定額 収入済額
収　入
未済額

収入率

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）  (B)-(C） (C)/(B)

諸 収 入 雑 入 雑 入 1,076 542 542 0 100 
タブレット端末機使
用料議員負担分等

説　明

（単位：千円・％）

科　　目

 歳入予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

 ①雑 入 ２件 

（２）歳 出 

（単位：千円・％）

予算現額
支出負担
行 為 額

支出済額

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (B)/(A) (C)/(A)

議 会 費 議 会 費 議 会 費 459,037 305,818 297,169 66.6 64.7
議員報酬、職員費、
運営経費等

科　　目 執行率
説　明

 歳出予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

 ①旅 費 20 件 

 ②交際費 １件 

 ③需用費 ２件 

 ④委託料 ６件 

 ⑤使用料及び賃借料 ２件 

 ⑥負担金、補助及び交付金 ８件 

２ 財産管理事務 

（１）物 品 

ア 車両の管理 

公有自動車について、運転日誌（運行前点検表）等を通査したところ、適正に管理されて

いた。 

 イ 備 品 

   現品を一部抽出し、備品整理簿と照合したところ、適正に管理されていた。 

 ウ 切 手 

   保管郵便切手と郵便切手類受払簿を突合したところ、計数は符合し、適正に管理されてい

た。 
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◆監査委員事務局 

当事務局は、局長以下７人で構成している。組織及び主な事務分掌は次表のとおりである。 

○前回監査以降の体制の異動 

 ・職員の増減なし 

 ・主な新たな業務：特になし 

今回の監査は、主として予算執行事務、財産管理事務について実施した。 

１ 予算執行事務

（１）歳 出 

予算現額
支出負担
行 為 額

支出済額

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (B)/(A) (C)/(A)

総 務 費 監査委員費 監査委員費 66,619 41,579 41,497 62.4 62.3
委員報酬、職員費
都市監査委員会経費
委員事務局経費

（単位：千円・％）

科　　目 執行率
説　明

歳出予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

①旅 費 ４件 

②需用費 ４件 

③使用料及び賃借料 ２件 

 ④負担金、補助及び交付金 ４件 

２ 財産管理事務 

（１）物 品 

 ア 備 品 

   現品を一部抽出し、備品整理簿と照合したところ、適正に管理されていた。 

 イ 切 手 

保管郵便切手と郵便切手類受払簿を突合したところ、計数は符合し、適正に管理されていた。 

組     織  

局長・局次長 

・局長補佐 
監査員 

主 な 事 務 分 掌 

[監査委員事務局]

局  長 

局 次 長 

局長補佐 

監査員 ４人 

○監査委員の職務執行補助に関すること 

○各種監査、検査等の計画、実施、報告、公表に関する

こと 

○決算審査及び健全化判断比率、資金不足比率審査に

関すること 

○都市監査委員会に関すること 

○予算の執行、経理及び庶務に関すること 
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◆公平委員会事務局 

当事務局は、職員７人(監査委員事務局職員の併任)で行っている。組織及び主な事務分掌は次表

のとおりである。

組     織 
主 な 事 務 分 掌 

局 長 職 員 

[公平委員会事務局] 

書記長 
書 記 ６人 

○審査要求、不服申立ての判定等に関すること 

○職員からの苦情相談に関すること 

○前回監査以降の体制の異動 

 ・職員の増減なし 

 ・主な新たな業務：特になし

今回の監査は、主として予算執行事務、財産管理事務について実施した。 

１ 予算執行事務

（１）歳 出 

予算現額
支出負担
行 為 額

支出済額

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (B)/(A) (C)/(A)

総 務 費 総務管理費
公 平 委
員 会 費

1,916 795 795 41.5 41.5
委員報酬
都市公平委員会経費
運営事務費

（単位：千円・％）

科　　目 執行率
説　明

歳出予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

①旅 費 1 件 

②需用費 1 件 

③役務費 1 件 

④負担金、補助及び交付金 ４件 

２ 財産管理事務 

（１）物 品 

 ア 備 品 

   現品と備品整理簿と照合したところ、適正に管理されていた。 

 イ 切 手 

保管郵便切手と郵便切手類受払簿を突合したところ、計数は符合し、適正に管理されてい

た。 
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◆選挙管理委員会事務局

当事務局は、局長以下５人で構成している。組織及び主な事務分掌は次表のとおりである。

組     織  

局 長・ 

局 次 長 
係長・主幹 職 員 

主 な 事 務 分 掌 

[選挙管理
委員会事務局]

局  長 

局 次 長 

[選挙係] 

係 長 

（本務局次長） 

主 幹 １人 

主 任 １人 

書 記 １人 

〇選挙管理委員会に係る事務に関するこ

と

〇各種選挙の執行に関すること

〇各種選挙人名簿の作成、保管及び閲覧

等に関すること

〇選挙の常時啓発に関すること

〇各種選挙記録等の作成及び保存に関す

ること

〇検察審査会審査員及び裁判員に関する

こと 

○前回監査以降の体制の異動 

 ・職員の増減なし 

 ・主な新たな業務：特になし 

今回の監査は、主として予算執行事務、財産管理事務について実施した。 

１ 予算執行事務 

（１）歳 入 

予算現額 調定額 収入済額
収　入
未済額

収入率

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）  (B)-(C） (C)/(B)

国庫支出金 委 託 金
総 務 費
委 託 金

6 0 0 0 - 
在外選挙人名簿登録
事務費

県 支 出 金 委 託 金
総 務 費
委 託 金

61,908 55,366 55,366 0 100
県知事・県議会議員
選挙費

61,914 55,366 55,366 0 100

（単位：千円・％）

科　　目
説　明

計

 歳入予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

 ①総務費委託金（款：県支出金） ２件 
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（２）歳 出 

予算現額
支出負担
行 為 額

支出済額

款 項 目 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (B)/(A) (C)/(A)

選 挙 管 理
委 員 会 費

48,229 27,957 27,900 58.0 57.8
委員報酬、職員費、
事務費等

選挙啓発費 1,192 1,185 1,185 99.4 99.4
選挙啓発事業委託、選
挙啓発団体育成補助金

県 知 事 ・
県 議 会 議 員
選 挙 費

61,908 55,369 55,369 89.4 89.4 選挙執行経費

111,330 84,512 84,454 75.9 75.9計

（単位：千円・％）

科　　目 執行率
説　明

総 務 費 選 挙 費

 歳出予算執行について一部抽出し、関係書類等により確認した状況は次のとおりである。 

 ①報 酬 １件 

 ②報償費 ２件 

 ③旅 費 ２件 

 ④需用費 ６件 

 ⑤役務費 ６件 

 ⑥委託料 ９件 

 ⑦使用料及び賃借料 ８件 

 ⑧負担金、補助及び交付金 ３件 

２ 財産管理事務 

（１）物 品 

ア 備 品 

現品を一部抽出し、備品整理簿と照合したところ、適正に管理されていた。 

 イ 切手類 

   保管郵便切手類と郵便切手類受払簿を突合したところ、計数は符合し、適正に管理されて

いた。 
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